




要約:昨年度までの本研究班の成果をふまえ、事故を研究対象とする場合に必要となる「事

故の定義」につき検討した。これまでに報告された事故の定義に関する資料をもとに、平

成 3年 5月 25 日、報告者間で討議し次のような試案を作成した。『事故とは、予期せざる

外的要因が短時間作用して、人体に障害を与えたり正常な生理機能の維持に悪影響を及ぼ

すものをいう。』 


